
決算剰余金の使途について

＜令和7年11月 山口県国民健康保険運営協議会＞
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○国民健康保険に係る会計については、

・保険料（税）と国庫負担金等の特定の収入を財源とし、保険給付を主とする

特定の支出に充てるものであること

・県の事務事業のなかにおける独立した事業として、企業的計算に準じる方法

で経済性の発揮を考慮すべきものであること

   から、一般の収入・支出と区別して経理する必要があるため、国民健康保険法

第10条により、特別会計を設けることとされている。

【国保財政の概要】
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令和６年度決算剰余金（精算後）
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歳 入 歳 出

事業費納付金 35,851,162,183 保険給付費等交付金 110,632,730,049

国庫支出金 35,539,454,822 支払基金拠出金 21,789,061,768

支払基金交付金 55,286,741,594 その他 1,506,711,135

一般会計繰入金 7,365,994,245

その他 5,635,436,937

計（ａ） 139,678,789,781 計（ｂ） 133,928,502,952

決算剰余金・精算前（ａ－ｂ） 5,750,286,829

精算額（ｃ） 2,240,037,123

R6療養給付費等負担金精算額（見込） 332,223.983

R6特定健診・特定保健指導推進事業精算額 41,434,000

R5保険者努力支援交付金（事業費連動分） 219,274,000

R6高額医療費負担金精算額等 28,190,140

普通調整交付金精算額等 18,915,000

財政安定化基金積立金 1,600,000,000

決算剰余金・精算後（ａ－ｂ－ｃ） 3,510,249,706

＜令和６年度 本県国保特会 決算見込＞ 単位：円

⇒R7年度国保特会の
歳出財源として充当
する額

令和６年度の本県国民健康保険特別会計において、約３５億円の決算剰余金
（精算後）が発生する見込。



令和６年度決算剰余金の主な発生理由
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○令和６年度の保険給付費（普通交付金）が予算を下回ったことによる。
〇令和５年度までの剰余金の残額 等

※１ 予算ベースは、予算年間総額を、前年度各月実績ベースに基づいて各月按分することで算出している。
※２ ４月支払は主に前年度２月診療分のうち柔道整復・現物高額のみ、３月②支払は当年度２月診療分のうち柔道整復・現物高額を除
く額となるため、他の月と比較して額が小さくなる。

令和６年度保険給付費等の推移（普通交付金の支給額）
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３月②支払

（２月診療分）

予算ベース

実績ベース

百万円

予算総額 Ａ 108,293 百万円

実績総額 Ｂ 106,399 百万円

超過額 ＢーＡ ▲1,894 百万円

超過率 Ｂ／Ａ 98.25％

【参考】R5年度実績 111,285百万円



令和６年度決算剰余金の使途についての考え方（案）
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令和６年度決算剰余金の使途についての考え方（案）

決算剰余金の使途の基本的な考え方は以下のとおり。

Ⅰ Ｒ７年度末決算等に備えた留保財源

○ 年度末における保険給付費の急騰等に備えた留保財源として活用する。

Ⅱ 国保財政安定化基金（財政調整事業分）への積立財源

○ 将来の事業費納付金の著しい上昇抑制などに備えるため国保財政安定化基金
（財政調整事業分）に積み立てる。

Ⅲ Ｒ８年度事業費納付金に係る急増回避財源

○ 次年度の事業費納付金の急増回避として活用する。

⇒ 事業費納付金の急増回避対策としてはⅡの基金による対応を原則とするため、
基本的にはこの活用方法はとらないこととする。



⇒ 上半期は予算内の推移だが、下半期の保険給付費の高騰に備え、剰余金のうち
（1５億円:昨年度並み）は留保財源として活用したい 6

○これまでの実績はおおむね当初予算の範囲内での推移となっている。
○一方で、下半期の医療費は、感染症等の動向も含め不透明

※１ 予算ベースは、Ｒ７予算年間総額をＲ６各月実績ベースに基づいて各月按分することで算出している。
※２ ４月支払は主に前年度２月診療分のうち柔道整復・現物高額のみ、３月②支払は当年度２月診療分のうち柔道整復・現物高額を除
く額となるため、他の月と比較して額が小さくなる。

Ⅰ 令和７年度保険給付費の動向
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予算ベース
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百万円

４月～１０月支払 実績値
１１月～翌３月②支払 推計値（※）

※４月～１０月支払実績と前年度との比較で最大伸率（５月支払分）を、
前年度１１月～３月②実績に乗じ、推計値を算出。

＜総額比較＞ 単位：百万円

予算ベース a 104,135 
実績推計ベース b 102,391 
不足見込額 b - a (1,744)



Ⅱ 国保財政安定化基金（財政調整事業分）への積立て

○ 国保法改正により、令和４年４月から国保財政安定化基金の使途に「年度間の財
政調整目的」が追加された。

○ 将来の事業費納付金の著しい上昇の抑制に備えるため、また、保険給付費が高騰
した際の備えとして、国保財政安定化基金（財政調整目的）への積立てを検討。
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安定化基金

歳 出 （Ｂ年度） 歳 入歳 出 歳 入（Ａ年度）

Ａ年度
決算剰余金

事
業
費
納
付
金

納付金の
縮減

公
費
等

保
険
給
付
費
等

事
業
費
納
付
金

公
費
等

保
険
給
付
費
等

今後の医療費の動向を踏まえ、留保財源としての活用が不要と見込まれる部分を、
国保財政安定化基金（財政調整事業分）に積み立てることとしたい。
※Ⅰで活用した残額（２０億円）を基金積立額としたい。

7

事業費納付金の著しい上昇の抑制



【参考：国保財政安定化基金の残高及び活用実績】
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区分 使途
残高

(R7.4.1)
活用実績

(R6末)
原資

本体基金

貸付事業
(対市町)

収入減による市町不足額へ
の貸付

21.1億円 0億円 国庫10/10
交付事業
(対市町)

災害等特殊事情による不足
額への交付

繰入事業
保険給付費の増による県不
足額への繰入

財政調整事業 繰入事業 事業費納付金の上昇抑制等 33.3億円 1.3億円 各年度の剰余金

計 － 54.4億円 1.3億円 －

※ 財政調整事業分は、令和7年度末に1.3億円を活用予定



令和６年度決算剰余金の使途（まとめ）
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令和６年度決算剰余金の使途（案）

令和６年度の本県国保特会決算の結果発生した決算剰余金（約３５億円）の
使途については、

 ①約１５億円を令和７年度末決算に備えた留保財源
 
 ②残額２０億円を基金に積み立て

としたい。

※今後の医療費の動向により、①の額が不足すると見込まれる場合は、②の予定額を①

に流用することとし、それでもなお不足する場合は、財政安定化基金のうち「財政調整事

業分」⇒「本体基金」の順で取崩し、保険給付費の支払に充てることとしたい。

【今後の取扱いについて】
決算剰余金の使途は、国保財政安定化基金等を含め、保険料水準の統一に向

けた状況や市町との協議等を踏まえながら、検討していくこととしたい。



子ども・子育て支援金導入に伴う

事業費納付金の算定について

＜令和7年11月 山口県国民健康保険運営協議会＞

1

資料３



事業納付金の算定方法の改正目的
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＜背景＞

令和６年度の子ども・子育て支援法の改正により、令和８年度から、社会保
険診療報酬支払基金に対して、各医療保険者に、子ども・子育て支援納付金
を納付する義務が課せられる。

今年度中に県条例を改正

・・・当該財源を確保するために

県は、市町から徴収している事業費納付金に、子ども・子育て支援金分を
加えて徴収するものとされており、県条例を改正する必要がある



3

子ども・子育て支援金の概要①

令和８年度から、こども・子育て世帯向けの給付事業に充てるため、全国の医療保険者ご
とに、医療保険負担総額、加入者数等により按分して拠出するとされている
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子ども・子育て支援金の概要②

国保分（3,000億円程度）を各都道府県の１８歳以上被保険者数に応じて按分され、その割
り当てられた子ども・子育て支援納付金を社会保険診療報酬支払基金へ支払うこととなる
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子ども・子育て支援金の概要③

県は、その割り当てられた子ども・子育て支援納付金（以下「子ども分」という）の財源を確
保するため、これまでの医療分、後期分、介護分に加えて、子ども分に係る事業費納付金を
市町から徴収することとなる

社会保険診療報酬支払基金

山口県

医療保険者（市町）

事業費納付金の納付 事業費納付金の徴収

支援納付金の割当支援納付金の納付

県民

被保険者

保険料の納付 保険料の賦課

子ども・子育て支援事業者（市町等）

支援交付金等の交付

サービスの提供
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子ども・子育て支援金の概要④

市町は、県へ支払う子ども分に係る事業費納付金の財源を確保するため、新たに、子ども
分の保険料（税）を徴収することになる



事業納付金の算定方法の改正
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【これまでの市町との協議状況】

項目 内容

① 算定方式 三方式（所得割、被保険者均等割、世帯別平等割）

② 応能割・応益割の割合
β：１
※β＝本県の被保険者１人当たりの所得額／全国平均の同所得額

③ 均等割・平等割の割合 0.7：0.3

以上のことから、上記内容のとおり、国民健康保険事業費納付金の徴収に
関する条例の改正を行うこととしたい【条例改正時期：令和８年４月施行】

※現行の医療分等と同様の算定方法

令和８年度の事業費納付金から、従前の医療分、後期分、介護分に、「子ども・子
育て支援納付金分」を追加するにあたり、医療分等の計算と同様に、①算定方式、
②応能割・応益割の割合、③均等割・平等割の割合を県条例により定める必要があ
るため、以下の内容で協議したが、特段の反対意見はなかった。
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